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⑧

⑦ 農 林 振 興 課

会 議 の 内 容

川　本　由紀美菊　地　正　夫 幸　野　登　吉 二　宮　康　壽

議案第８号

竹田課長

⑥

農地法第５条第１項の規定による許可申請について

農地法第３条の規定による許可申請について

議案第１２号

平　井　城太郎

議案第１３号

上　満　啓　司

池　田　雄　一

田　中　賢　寿

三瀬専門員（農地）

令和８年２月６日（金）午前１０時００分 ～ 午前１１時００分

藤　田　秀　美

日　　　　　時

西　岡　輝　治 明　後　久　利須　藤　賢　一

出　席　委　員

会　　　　　場

吉　岡　きみ子 武　田　隆　宏

大洲市総合福祉センター　４階多目的ホール

大　本　昭　裕

橋　本　英　司

矢　野　正　祥

農地法第５条の規定による許可申請の取下について

議案第１１号

農用地利用集積等促進計画案への意見聴取について

告について

事　  務  　局

坂　　　幹　幸

有　友　章　治 請　田　竹　男

跡　部　　　雅 堀　内　保　宏 和　氣　繁　輝

冨永次長

議案第９号

細　井　敏　江

森　岡　芳　文

井上事務局長

④

⑤ 遅　刻　委　員

欠　席　委　員

形　山　康　浩

中　本　祐　市武　知　由美子

森　永　茂　史

池　浦　萬里子

日　野　修　次

髙　岡　利　典

津　田　　　勇 永　沼　　　寛

都　築　孝　壽 武　内　　　誠

津　國　巳代子

一　柳　幸　唯

農地法第４条第１項の規定による許可申請について

大洲市農業委員会定例総会議事録

農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人報

議案第１０号

松田専門員（農政） 𠮷田書記

西山課長補佐



1 

事務局（局長） 

 

 

 

会 長 

 

事務局（局長） 

 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（専門員兼

農地係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

 

 

３番 

 

 

只今から、令和８年第２回大洲市農業委員会定例総会を開会いたしま

す。 

開会にあたりまして、幸野会長にご挨拶をお願いいたします。 

 

（会長挨拶） 

 

只今から議案審議に移ります。会議規則第３条により幸野会長に議事

進行をお願いいたします。 

 

これより本日の会議を開きます。 

出席委員は農業委員１９名中１９名、推進委員２０名中１９名で定足

数に達していますので、総会が成立していることをご報告いたします。 

本日、８番 森岡芳文委員より欠席の報告を受けています。 

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。 

まず、日程第１ 議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員に、２７番 永沼寛委員と２８番 日野修一委員を指

名いたします。 

次に、日程第２ 書記の指名を行います。 

本日の会議の書記に、事務局の𠮷田書記を指名いたします。 

それでは、日程第３ 議案審議に入ります。 

まず、議案第８号『農地法第３条の規定による許可申請について』を

議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第８号「農地法第３条の規定による許可申請について」説明いた

します。 

議案書１ページ並びに議案説明資料２ページから４ページをあわせて

ご覧ください。 

１番、東大洲の田１筆３７０㎡について、譲受人が申請地を購入し、

新たに耕作管理を始めるものです。 

所有権移転後は、野菜や果樹を栽培する計画です。 

農業は、譲受人夫婦が年間を通して従事します。 

２番、平野町平地の畑１筆１８６㎡について、譲受人が経営規模拡大

を図るため、申請地を購入するものです。 

所有権移転後は、果樹を栽培する計画です。 

農業は、譲受人本人が年間を通して従事します。 

３番、菅田町菅田の畑３筆４４５㎡について、譲受人が勤務先付近で

新たに耕作管理を始めるため、申請地を取得するものです。 

所有権移転後は、野菜を栽培する計画です。 

農業は、譲受人本人が年間を通して従事します。 

以上３件です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず、地元委員より報告を受

けたいと思います。 

１番。 

 

１番案件についてご説明いたします。 

議案説明資料２ページを参考にしてください。 

１番案件は、売買による所有権移転です。 
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議 長（会長） 

 

７番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

１１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請地は、大洲市総合福祉センターから南東へ約７００ｍのところに

ある農地です。 

先月１９日に、事務局職員と現地確認を行いました。 

申請地には雑草が繁茂しており、しばらくは耕作されていない状況で

したが、今後、譲受人が整備していくとのことです。 

申請地を取得するにあたって、譲受人より、野菜を栽培する旨の「新

規営農計画書」が提出されています。 

農機具につきましては、必要に応じて購入していくとのことです。 

申請人夫婦が年間を通じて農業に従事するとのことですので、今後の

耕作状況を見守りたいと思います。 

調査結果については、議案説明資料に記載のとおりで、農地法第３条

第２項の第１号関係から第６号関係までの規定に該当する事項はありま

せん。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

２番。 

 

２番案件について、ご説明いたします。 

議案説明資料は３ページを参考にしてください。 

２番案件は、売買による所有権移転です。 

申請地は、平野コミュニティセンターから西へ約２．７㎞のところあ

る農地です。 

先月１９日に、事務局職員と現地確認を行い、申請地が良好に管理さ

れていることを確認しました。 

譲受人は県外在住ですが、実家が申請地近くにあり、年間の半分くら

いは実家へ帰省し、農業に従事しており、耕作管理に問題はないと考え

ます。 

調査結果については、議案説明資料に記載のとおりで、農地法第３条

第２項の第１号関係から第６号関係までの規定に該当する事項はありま

せん。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

３番。 

 

３番案件について、ご説明いたします。 

議案説明資料は４ページを参考にしてください。 

３番案件は、贈与による所有権移転です。 

申請地は、松山自動車道大洲冨士インターチェンジから、東へ約３０

０ｍのところにある農地です。 

先月１５日に、事務局職員と現地確認を行い、申請地が良好に管理さ

れていることを確認しました。 

申請地を取得するにあたって、譲受人より勤務地近くにある農地を譲

り受けて、自家消費程度の野菜を栽培したい旨の「新規営農計画書」が

提出されています。 

農機具につきましては、必要に応じて購入していくとのことです。 

申請人が年間を通じて農業に従事するとのことですので、今後の耕作

状況を見守りたいと思います。 

調査結果については、議案説明資料に記載のとおりで、農地法第３条

第２項の第１号関係から第６号関係までの規定に該当する事項はありま

せん。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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議 長（会長） 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

 

事務局（専門員兼

農政係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

地元委員から報告がありましたが、何かご質疑はありませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、本案を申請のとおり許可することに

ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本案は申請のとおり許可することに決定いた

しました。 

次に、議案第９号『農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て』を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第９号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」ご

説明いたします。 

議案書２ページ並びに議案説明資料５ページから１６ページまでをあ

わせてご覧ください。 

１番、菅田町大竹の土地１筆です。 

申請者の現在居住している住宅が平成３０年７月豪雨で浸水被害にあ

ったものであり、また、築年数もかなりのもので傷みも激しいため、申

請地に自己住宅及び農業用倉庫を建築するため、転用するものでありま

す。 

申請地は、議案説明資料６ページの位置見取図において示している箇

所となっており、大洲市中心部から東南東に約２．５㎞のところに位置

し、付近には公共施設等がなく、一定規模以上の農地の集団性がない生

産性の低い農地であることから、第２種農地と判断いたしました。 

一般基準の各審査項目につきましては、議案説明資料５ページをご確

認ください。 

なお、申請地には、既に農業用倉庫等が建築されていますが、倉庫等

の面積合計が約１２８㎡で２００㎡未満のものであるため、転用許可は

不要であったものです。 

２番、肱川町大谷の土地１筆です。 

牛に与える牧草を保管する倉庫が新たに必要になったため、申請地に

農業用倉庫を建築するため、転用するものであります。 

申請地は、議案説明資料１２ページの位置見取図において示している

箇所となっており、大洲市内中心部から南東に約１３㎞のところに位置

する農用地区域内農地です。 

一般基準の各審査項目につきましては、議案説明資料１１ページをご

確認ください。 

なお、当該農用地につきましては、用途区分変更について昨年の１２

月に１２条公告が行われています。 

申請地には既に農業用倉庫が建築され、違反転用状態となっており、

申請人から始末書が提出されています。 

以上２件です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず、地元委員より報告を受

けたいと思います。 
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１３番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

３４番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

 

１番。 

 

１番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の５ページから１０ページを参考にしてください。 

まず、立地基準である第２号の「代替性要件」につきましては、議案

説明資料記載のとおり問題ないと考えます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」につきましては、住

宅は許可有り次第、自己資金にて着工するとのことであり、また、農業

用倉庫等は既に建築しているので特に問題ないものと思われます。 

第４号の「周辺農地等への影響」につきましては、申請地は、北側の

農地以外は、道路や農業用倉庫と隣接しており、隣接農地にも影響のな

いよう工事を行うとのことであり、また、各項目において適当と思われ

ることから問題はないと考えます。 

よって本件は、農地法第４条第２項の各号には該当しないため、許可

相当であると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

２番。 

 

２番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の１１ページから１６ページを参考にしてください。 

まず、立地基準である第２号の「代替性要件」につきましては、議案

説明資料記載のとおり問題ないと考えます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」につきましては、先

ほど事務局から説明がありましたように、既に農業用倉庫の敷地として

利用されており、この件につきましては、違反転用の状況にあることか

ら、本人も始末書を提出し大変反省をされています。 

第４号の「周辺農地等への影響」につきましては、申請地周辺は、市

道や自己所有地などで囲まれており、今後においても現状と変更がない

ことから問題はないと考えます。 

よって本件は、農地法第４条第２項の各号には該当しないため、許可

相当して追認許可はやむを得ないものであると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

地元委員から報告がありましたが、何かご質疑はありませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、本案を申請のとおり許可相当として

送付することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本案は申請のとおり許可相当として送付する

ことに決定いたしました。 

次に、議案第１０号『農地法第５条の規定による許可申請の取下につ

いて』を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 
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事務局（次長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

 

事務局（次長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１０号「農地法第５条の規定による許可申請の取下について」

ご説明いたします。 

議案書３ページをご覧ください。 

本件は、昨年第１２回の定例総会で、ご審議いただいた案件です。 

譲受人が申請地を宅地造成し、子供に住宅用地として貸し付ける計画

でありましたが、その子供が申請地を取得して、自己住宅を建築するこ

とになったため、本申請を取下げたいとのことでございます。 

なお、この申請地につきましては、譲受人・転用目的等を変えた転用

申請が出ていますので、この後ご審議いただきますようお願いいたしま

す。 

以上、１件です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、ご質疑はありませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特に質疑もないようですので、本案について取り下げることにご異議

ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、許可申請の取下げを認めることに決定いたし

ました。 

次に、議案第１１号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に 

ついて』を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第１１号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」

ご説明いたします。 

議案書４ページ並びに議案説明資料１７ページから２４ページまでを

あわせてご覧ください。 

１番、若宮の土地１６４㎡の案件は、譲受人が経営している電気工事

事業の業績が伸び、現在、資材・機材を保管している借地では手狭にな

ったため、申請地を取得して倉庫を建築しようとするものです。 

農地区分は、大洲市中心部から北東に約２．７㎞のところに位置し、

都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域（工業地域）内にあ

る農地であることから第３種農地と判断しています。 

したがいまして、立地基準には適合しており、一般基準についてご審

議をお願いいたします。 

次に、２番新谷の土地４６８㎡の案件は、譲受人世帯は、現在借家で

居住しているが、子供の成長に伴い手狭になってきたため、申請地を取

得して、自己住宅を建築しようとするものです。 

農地区分は、大洲市中心部から北東に約６．１㎞のところに位置し、

農地の一定規模以上の集団性や公共施設等も近くになく、生産性の低い

農地であることから第２種農地と判断しています。 

したがいまして、立地基準の代替性と一般基準について、ご審議をお

願いいたします。 

なお、申請地の一部には、既に物置が建築されている違反転用の状態

です。これについては譲渡人から始末書が提出され、反省していますの
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議 長（会長） 

 

 

 

２番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

１９番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

で、追認していただきますようお願いいたします。 

以上２件です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず、地元委員より報告を受

けたいと思います。 

１番。 

 

１番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の１７ページから２０ページを参考にしてください。 

申請地は１８ページの位置図のとおり大洲市総合福祉センターから北

東へ約６５０ｍに位置する農地になります。 

まず、立地基準については、事務局説明のとおり第３種農地であり、

特に問題ないものと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、許可があり

しだい借入金にて着工したいとのことであり、問題ないものと思われま

す。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、１９ページの地番地

目図のとおり、隣接農地はありませんので、問題ないものと思われます。 

よって本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため、許可

相当であると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

２番。 

 

２番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の２１ページから２４ページを参考にしてください。 

申請地は、２２ページの位置図のとおりＪＲ新谷駅から南東へ約３４

０ｍに位置する農地になります。 

まず、立地基準については報告書記載のとおりであり、特に問題ない

ものと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、許可があり

しだい自己資金及び借入金にて着工したいとのことであり、問題ないも

のと思われます。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、２３ページの地番地

目図のとおり、申請地の隣接に農地がありますが、隣接農地所有者の同

意を得ているとのことであり、特に問題ないものと思われます。 

よって本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため、また、

申請地の一部に、届出なく物置が建築されている違反転用に関しまして

は、譲渡人より始末書が提出され、反省しているようですので、追認許

可はやむを得ないものと考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

地元委員から報告がありましたが、何かご質疑はありませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、本案を申請のとおり許可相当として

送付することにご異議ありませんか。 
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委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

 

事務局（専門員兼

農地係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（専門員兼

農地係長） 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本案は申請のとおり許可相当として送付する

ことすることに決定いたしました。 

次に、議案第１２号『農地法第６条第１項の規定による農地所有適 

格法人報告について』を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第１２号「農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人報

告について」ご説明いたします。 

議案書５ページをご覧ください。 

当議案は、前年度の事業状況報告がありました農地所有適格法人につ

いて、要件を満たしているかご審議をお願いするものです。 

要件については、前のスライドに表示していますので、参考にしてく

ださい。 

１番、○○○○。 

①「法人の組織」は、株式会社です。 

②「事業の限定」は、主に野菜苗・花苗の生産とあわせて、種・園芸

資材販売等を行っています。生産する農畜産物及びその関連する事業等

のすべてが農業による売上です。 

③「構成員の資格」は、構成員２名全員が農業常時従事者です。また、

有している議決権２０，０００口全てが農業関係者の議決権です。 

④「経営責任者の要件」は、執行役員２名全員が農業常時従事者であ

り、かつ年間６０日以上農作業に従事しており問題ありません。 

以上、１件の報告書等を確認しましたところ、議案書に記載のとおり

農地所有適格法人の要件を備えているものと思われます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、何かご質疑はありませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、報告書の内容について承認すること

にご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、報告書の内容について承認することに決定い

たしました。 

次に、議案第１３号『農用地利用集積等促進計画案への意見聴取につ

いて』を議題といたします。 

本件につきましては、○○○○委員、○○○○委員に関する事項が含

まれていますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、

○○○○委員、○○○○委員の退席を求めます。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第１３号「農用地利用集積等促進計画案への意見聴取について」

ご説明いたします。 

議案書６ページから１７ページをご覧ください。 
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議 長（会長） 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

本案件につきましては、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９

条第３項の規定により、大洲市長より農業委員会に対して、農用地利用

集積等促進計画案に対する意見を求められたため、農業委員会の意見を

決定するものです。 

貸し手、借り手、土地の所在その他、各計画内容につきましては、記

載のとおりです。 

今回の概要は、利用権設定のうち賃貸借の件・筆数が２２件３４筆、

利用権設定１３，４７４㎡、使用貸借の件・筆数が８件１４筆、利用権

設定４８，０４２㎡で、議案書１４ページに記載のとおり利用権設定の

件・筆数が３０件・４８筆、利用権設定の総面積は６１，５１６㎡です。 

続きまして、所有権移転の案件です。議案書は１５ページから１７ペ

ージをご覧ください。 

１番、２番は同一案件です。東大洲の田について、効率的な農業経営

を行うため、えひめ農林漁業振興機構が仲介し、売買により農地を取得

するものです。 

面積は１，６１６㎡です。利用目的は水稲です。 

３番、４番は同一案件です。東大洲の田について、効率的な農業経営

を行うため、えひめ農林漁業振興機構が仲介し、売買により農地を取得

するものです。 

面積は３，３００㎡です。利用目的は水稲です。 

５番、６番は同一案件です。菅田町大竹字町屋敷の畑１筆と田１筆に

ついて、効率的な農業経営を行うため、えひめ農林漁業振興機構が仲介

し、売買により農地を取得するものです。 

面積は１，０４６㎡です。利用目的は野菜と水稲です。 

７番、８番は同一案件です。菅田町大竹字石丸の田について、効率的

な農業経営を行うため、えひめ農林漁業振興機構が仲介し、売買により

農地を取得するものです。 

面積は８２６㎡です。利用目的は水稲です。 

以上、所有権移転の件・筆数は、えひめ農林漁業振興機構が仲介して

いるため８件・１４筆、総面積は１３，５７６㎡です。 

問題なければ意見について特になしと回答することとしたいと考えて

います。 

議題についての説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいた

します。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、何かご意見等はありませんか。 

 

（意見なし） 

 

特にご意見もないようですので、本案を原案のとおり意見なしとして

決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本案は原案のとおり意見なしとして市長へ答

申することに決定にいたしました。 

それでは、○○○○委員、○○○○委員の入場を許可します。 

以上で、本日の定例総会に提案しました議案のすべての審議が終了い

たしましたので議事を閉じることにいたします。 
 


